
公立大学法人横浜市立大学 YCU 入学サポート給付金要綱 

 

制  定 平成 31 年 ４ 月１ 日 

改  正 令和 ７ 年 ４ 月１ 日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、横浜市立大学の学部生で経済的理由により修学が困難であると

特に認められる者に対し、毎年度予算の定めるところにより、入学時に納付する

施設設備費相当額を給付し、もって教育の機会均等を図り有用な人材を育成する

ことを目的とする。 

（財源） 

第２条 YCU 入学サポート給付金（以下、「給付金」という）の財源は、横浜市立大 

学基金とする。 

（給付の対象） 

第３条 給付金は、次の各号の条件を全て満たしている者に対し給付することとし、

その人数は、毎年度予算で定める。 

(1) 入学初年度の前期期間中に日本学生支援機構給付奨学金の申請を行った入学初

年度の学部１年次生であること 

(2) 日本学生支援機構給付奨学金の受給者として採用された者 

（給付額） 

第４条 給付額は、１人当たり入学時に納付する施設設備費相当額とする。 

（申請の方法） 

第５条 給付金の受給を希望する者は、所定の申請書により理事長に申請しなければ

ならない。 

（給付の決定） 

第６条 理事長は、前条による申請があったときは第３条に基づき受給者を決定し、

申請者に結果を通知する。 

２ 理事長は、給付決定を受けた者に対し、給付金を給付する。 

（給付の取消） 

第７条 受給者が入学初年度の学部１年次生の間に、学則に定める懲戒処分を受ける

など理事長が給付対象者として適当でないと認めた場合、理事長は給付を取り消

すことができる。 

 （給付金の返還） 

第８条 前条により給付を取り消された者は、給付額を全額返還しなければならな

い。 

 （補足） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


